
神奈川県 利用関係別・新設住宅着工戸数 年計推移
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2014年3月7日
東新住建株式会社 住宅市場研究室

問合せ先 ：小間 幸一、小崎 敦史
Tel ： 0587-23-7461（直通） 0587-23-0011（代表）

メール ： kouichi-koma@toshinjyuken.co.jp、atsushi-kozaki@toshinjyuken.co.jp
ホームページ ： http://www.jyuseikatsu.jp/

・国土交通省 建築着工統計調査 http://www.mlit.go.jp/statistics/details/jutaku_list.html
・（財）建設物価調査会 「建築統計年報」
以上データを元に住宅市場研究室にて作成
※「給与住宅」および「分譲戸建・マンション以外の分譲住宅」を割愛の為、総数と合計は一致しない。
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（総数：戸）（戸）

持家

貸家

分譲戸建

分譲マンション

総数（右の目盛）

平成20年9月15日

リーマン・ショック
平成9年4月1日

消費税5％

引上実施

平成6年

消費税

増税（5％）

決定

平成23年3月11日

東日本大震災

駆け込み

需要

駆け込み

需要

平成7年1月17日

阪神・淡路大震災

平成元年4月1日

消費税3％

施行


